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「
第
６
回
加
西
能
」
５
月
４
日
開
催

　

加
西
市
能
・
狂
言
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
特
別

顧
問
で
あ
る
観か
ん
ぜ
て
つ
の
じ
ょ
う

世
銕
之
丞
さ
ん
や
野
村
萬

斎
さ
ん
な
ど
、
日
本
を
代
表
す
る
能
楽
師

に
よ
る
公
演
と
一
生
懸
命
お
稽
古
に
励
ん

だ
、
加
西
市
こ
ど
も
狂
言
塾
の
塾
生
が
新

作
狂
言
「
根ね

ひ

め

日
女
」
を
演
じ
ま
す
。
ぜ
ひ

ご
覧
く
だ
さ
い
。
鑑
賞
に
は
一
部
チ
ケ
ッ

ト
が
必
要
で
す
。
座
席
間
隔
を
空
け
た
状

態
で
見
て
い
た
だ
き
ま
す
。

開
催
日
：
５
月
４
日
（
水
・
祝
）

場
所
：
市
民
会
館
文
化
ホ
ー
ル

内
容
：
第
一
部
（
無
料
）
新
作
狂
言

「
根ね

ひ

め

日
女
」
、
第
二
部
（
有
料
）
狂
言
「
樋ひ

の
酒さ
け

」
野
村
萬
斎 
ほ
か
、
能
「
三み

わ輪
」

観か

ん

ぜ世
銕て
つ
の
じ
ょ
う

之
丞
（
加
西
市
能
・
狂
言
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
特
別
顧
問
） 

ほ
か

◉
チ
ケ
ッ
ト
販
売
（
全
席
指
定
）

発
売
日
：
３
月
１
日
（
火
）
か
ら

座
席
料
金
：
前
売
券　

一
般
３
５
０
０
円
、

高
校
生
以
下
５
０
０
円　

※
当
日
券
は
一
般
の
み
５
０
０
円
増

販
売
場
所
：
市
民
会
館
、
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー
、
イ
オ
ン
加
西
北
条
店
、
西
村
書
店
、

チ
ケ
ッ
ト
ぴ
あ
、
ロ
ー
ソ
ン
チ
ケ
ッ
ト

チ
ケ
ッ
ト
の
問
合
先
：
市
民
会
館
☎
㊸

０
１
６
０

加
西
能
の
問
合
先
：
文
化
・
観
光
・
ス
ポ
ー

ツ
課
☎
㊷
８
７
５
６

熱演する「加西市こども狂言塾」の塾生（新作狂言「根日女」）

加
西
市
職
員
を
募
集

　

職種 採用予定 受験資格

事務 5名程度 昭和 59 年 4 月 2 日以降に生まれた人

土木Ａ 若干名

昭和 51 年 4 月 2 日以降に生まれた人で、民間企業

等（官公庁含む。）の正社員として、土木分野（道路、

上下水道、総合技術監理部門等）における計画、設

計または工事監理等の職務経験年数が 3 年以上（令

和 4 年 9 月 30 日現在）ある人

土木Ｂ 若干名

平成3年4月2日以降に生まれた人で、次のいずれかの要

件を満たす人

①土木に関する専門課程を修了し、学校教育法に基づ

く4年制大学、短期大学、専修学校、高等専門学校を卒業

または令和4年9月30日までに卒業見込み

②技術士（建設、上下水道、総合技術監理部門のいずれ

か）、土木施工管理技士（1級または２級）または土木施

工管理技士補（1級または2級）の資格を有する

事務職、技術職（土木）の職員（10月1日採用）

職員採用情報

申
込
方
法
：
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り

申
し
込
み
。
（
書
類
提
出
不
可
）

受
付
期
間
：
３
月
７
日
（
月
）
８
時

30
分
～
31
日
（
木
）
17
時
15
分

※
募
集
要
項
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。（
市

役
所
で
も
配
布
中
）

◉
試
験
日
程

事
務
：（
一
次
試
験
）
４
月
15
日
（
金
）

10
時
～
24
日
（
日
）
18
時
（
予
定
）

Ｓ
Ｐ
Ｉ
試
験
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
試
験
）

（
二
次
試
験
）
５
月
中
旬 

集
団
討
論

（
三
次
試
験
）
６
月
上
旬 

個
人
面
接

試
験　

土
木
Ａ
・
Ｂ
：
４
月
17
日
（
日
）（
予
定
）

土
木
専
門
試
験
、
個
人
面
接
試
験

問
合
先
：
総
務
課
☎
㊷
８
７
０
５

会計年度任用職員

選考方法：面接試験を実施（書類

受付後、お知らせします）

応募方法：随時受付中（市販の履

歴書を郵送もしくは持参で提出）

履歴書送付先：〒 675-2395（住

所記載不要）総務課☎㊷ 8705

業務内容

未就園の親子の交流や親同
士の交流の手伝いおよび子
育て相談

募集資格 幼稚園教諭もしくは保育士

勤
務
条
件

賃金 月額　142,348 円から

勤務

時間

週5日35時間勤務
午前8時30分から午後4時30
分（休憩1時間）

休日
土曜日・日曜日・祝日
※土曜日交代勤務

社保・雇用保険（週 20 時間以上勤

務）、有給休暇、賞与有（年 2.4 ヶ月、

条件有）。通勤費用支給

子育て広場
（地域子育て支援）職員

非
課
税
世
帯
等
へ
給
付
金

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
が
長
期
化
す

る
中
、
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
に
直
面
し
た
方
々
が
、
速
や

か
に
生
活
・
暮
ら
し
の
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
令

和
３
年
度
住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に
対
し
て
、
１
世
帯

あ
た
り
10
万
円
を
給
付
し
ま
す
。

◉
給
付
対
象
者

①
住
民
税
非
課
税
世
帯
：
令
和
３
年
12
月
10
日
時
点
で

加
西
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
世
帯
全
員
の
令
和
３
年

度
分
の
住
民
税
均
等
割
が
非
課
税
で
あ
る
世
帯
。

②
家
計
急
変
世
帯
：
①
に
該
当
す
る
者
以
外
の
世
帯
の

う
ち
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け

て
令
和
３
年
１
月
か
ら
令
和
４
年
９
月
ま
で
の
間
に
家

計
が
急
変
し
、
世
帯
全
員
の
そ
れ
ぞ
れ
の
１
年
間
の
収

入
見
込
み
額
が
、
住
民
税
非
課
税
水
準
に
相
当
す
る
額

以
下
と
な
る
世
帯
。

（
注
意
）
①
、
②
と
も
に
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い

る
方
の
扶
養
親
族
等
の
み
か
ら
な
る
世
帯
は
対
象
外

で
す
。

◉
申
請
方
法

①
住
民
税
非
課
税
世
帯
：
対
象
と
思
わ
れ
る
世
帯
に

は
、
令
和
４
年
１
月
31
日
よ
り
「
確
認
書
」
を
順
次

送
付
し
て
い
ま
す
。
必
要
事
項
を
記
入
し
、
同
封
の

返
信
用
封
筒
で
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

②
家
計
急
変
世
帯
（
要
申
請
）
：
給
付
金
の
受
給
に

は
窓
口
で
の
申
請
が
必
要
で
す
。
該
当
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
方
は
、
本
人
確
認
書
類
、
給
与
明
細
・
源

泉
徴
収
票
・
確
定
申
告
書
の
控
え
等
収
入
の
分
か
る

書
類
を
用
意
し
、
担
当
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
合
先
：
地
域
福
祉
課
☎
㊷
８
７
３
０　
　

個
人
事
業
主
等
へ
給
付
金
（
事
業
復
活
支
援
金
）

　

経
済
産
業
省
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
よ
り
、
大
き
な
影
響
を
受
け
る
中
堅
・
中
小
・
小
規

模
事
業
者
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
を
含
む
個
人
事
業
者
に
対

し
て
、
事
業
規
模
に
応
じ
た
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

申
請
期
間
：
１
月
31
日
（
月
）
～
５
月
31
日
（
火
）

給
付
対
象
：
次
の
①
②
を
満
た
す
中
小
法
人
・
個
人
事

業
主
が
給
付
対
象
と
な
り
得
ま
す
。

①
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け
た
事

業
者
、
②
２
０
２
１
年
11
月
～
２
０
２
２
年
３
月
の
い

ず
れ
か
の
月
（
対
象
月
）
の
売
上
高
が
、
２
０
１
８
年

11
月
～
２
０
２
１
年
３
月
の
間
の
任
意
の
同
じ
月

（
基
準
月
）
の
売
上
高
と
比
較
し
て
50
％
以
上
ま
た

は
30
％
以
上
50
％
未
満
減
少
し
た
事
業
者

問
合
先
：
事
業
復
活
支
援
金
事
務
局
申
請
者
専
用
相

談
窓
口
☎
０
１
２
０
・
７
８
９
・
１
４
０
（
携
帯
電
話

か
ら
も
つ
な
が
り
ま
す
）

Ｉ
Ｐ
電
話
等
か
ら
の
問
合
先
：
☎
０
３
・
６
８
３
４
・

７
５
９
３
（
通
話
料
が
か
か
り
ま
す
）

※
８
時
30
分
～
19
時
（
土
日
、
祝
日

含
む
全
日
対
応
）

児
童
へ
の
10
万
円
給
付  

31
日
ま
で

　

令
和
３
年
11
月
の
閣
議
決
定
に
よ
り

０
歳
か
ら
18
歳
ま
で
の
お
子
さ
ん
を
養

育
す
る
保
護
者
に
、
児
童
１
人
当
た
り

10
万
円
を
給
付
す
る
こ
と
に
決
ま
り
ま

し
た
。

　

児
童
手
当
受
給
者
へ
は
12
月
に
振
り

込
み
や
案
内
済
で
す
が
、
左
記
の
方
は

申
請
が
必
要
で
す
。
申
請
が
ま
だ
の
方

は
至
急
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
（
こ
の

給
付
金
に
は
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）
。

申
請
期
限
：
３
月
31
日
※
令
和
４
年
３

月
生
ま
れ
の
方
は
４
月
15
日
ま
で

申
請
書
お
よ
び
添
付
書
類
：
添
付
書
類

の
詳
細
は
、
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
先
：
地
域
福
祉
課
☎
㊷
８
７
０
９

①高校生のみを養育する世帯、公務員の方

②離婚された方

・令和 3 年 9 月以降に離婚し、令和 4 年 3 月分の児童手当（本則給付）

の受給者になっている方

・高校生等の場合は 9 月 30 日時点では養育者ではなかったものの、

2 月 28 日時点で養育者である者

　既に給付金を受給されている方、給付金を受給した前養育者から

給付相当額（10 万円相当）等を受け取っている方を除く。

申請が必要な方

＊こんな方は特に注意ください！

・保護者と高校生の住民票が別

　→９月末現在の保護者の住所地の市役所へ申請

・引っ越した

　→ 児童手当受給者は９月の手当が支払われている自治体から給

付。高校生世帯や公務員は９月末現在の保護者の住所地の市役

所へ申請


